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国立大学法人秋田大学 中期目標・中期計画 素案

中期目標 中期計画

（前文）大学の基本的な目標

秋田大学は，豊かな地域資源を有する北東北の基幹的な大学とし

て，地域と共に発展し地域と共に歩むという存立の理念を掲げる。

この見地から本学は，地域の現実を踏まえた教育研究の場において，

優れた人材の育成に努めるともに，独創的な成果を世界に発信しつ

つ，国内外の意欲的な若者を受け入れることに努める。そのために，

他の高等教育機関との連携による柔軟な組織づくりを推進する。

人材育成については，本学を構成する教育文化，医，工学資源の

三学部は，それぞれ固有の専門教育によって，さらには諸学諸組織

の融合を通じて，地域社会を担う専門的職業人と国際社会に活躍す

る高度専門職業人及び学術を担う研究者を育成する。このためには，

主体性と節度のある社会人となるための充実した教養教育が不可欠

である。こうした基本認識に立って，秋田大学は学生と教職員との

全学的な知の交わりが躍動する，学習者中心の大学たることを目指

す。

以上のような理念と指針に基づいて，活動の基本的な目標を以下

に定める。

１．教育においては，その内容と質が国際的に通用する水準を維

持するように努め，時代の諸課題に取り組む人材を育成する。

２．研究においては，地域の現実から人類的諸課題へ視野を拡大

させた，特色ある研究活動を推進し，その成果を継続的に地域

と世界に発信する。

３．社会貢献においては，大学開放事業の推進や医療・福祉の充

実，教育・産業振興に参画し，地域の羅針盤としての役割を果

たす。

４．国際化においては，学生教職員の海外留学・派遣を促進し，

アジアの国々をはじめとした諸外国の留学生・研究者の受け入

れの増加と受け入れ環境の整備に努める。

５．大学経営においては，学長の指導力を高め，迅速な意思決定

の下に，諸資源を効果的に投入することにより，存立基盤を充

実させる。
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◆中期目標の期間及び教育研究組織

１ 中期目標の期間

平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までの６年間

とする。

２ 教育研究組織

この中期目標を達成するために，別表１に記載する学部，研

究科を置く。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

①本学の理念・目標及びアドミッション・ポリシーに応じた 【１】①アドミッション・ポリシーを継続的に点検・評価し，選抜方法を一層改善・充実す

入学者選抜を行う。 る。

②教養基礎教育及び専門教育において，コミュニケーション 【２】①グラデュエーション・ポリシーを明確にし，それぞれの学位に応じた学習成果を保証

能力，問題解決能力，価値判断力をもち，地域の現実に課 する一貫した教育課程を編成する。

題意識をもった人材を育成する。 【３】②高校から大学への接続を円滑に行う教育課程を編成する。

③大学院の教育課程を充実させ，専門的知識と実践的能力を 【４】①社会の要請に応じた特別コースを設置し，海外の大学との単位互換等も活用した国際

備えた高度専門職業人及び国際的水準の研究を担う研究者 的に通用する教育課程を編成する。

を養成する。 【５】②リサーチ・アシスタントやティーチング・アシスタントの適切な活用を推進し，大学

院生の研究能力や指導能力を向上させる。

④学習成果の達成度が明確になる成績評価システムを構築し， 【６】①学生の自主学習を促すとともに，ＧＰＡ等を活用した成績評価を実施することにより

厳格な成績評価を実施する。 単位制度を実質化する。

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

①全学の教員が連携し，ＦＤ活動を強化しつつ，教員の指導 【７】①少人数教育，学生参加型，インターンシップ型，実地体験型などの授業方法について

力，教育力を向上させる。 ＦＤを実施しそれらを検証・改善する。

②教育・研究活動に対する社会の要請に対応して，講座等の 【８】①教育文化学部

見直しを行い，必要に応じて学部・大学院研究科の組織を ・学部の各課程のグラデュエーション・ポリシーを点検しつつ，社会のニーズを踏ま

整備する。 えた組織・定員の見直しを行う。
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・秋田県における高い初等中等教育水準を維持し教育実践のさらなる高度化に資する

よう，大学院のカリキュラムの再点検を行い，組織・定員の見直しを行う。

【９】②医学部

・大学院部局化の下で，基礎，臨床の融合的な教育研究体制を強化する。

【10】③工学資源学部

・秋田県立大学との共同大学院を設置する。

・博士課程の組織・定員の見直しを行う。

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

①学生が自らの将来を展望し，意欲的に学べるように各種の 【11】①学習・進級・進学に関する各部局の相談部署相互の連絡機能を強化し，学生支援シス

支援を行う。 テムを整備する。

【12】②学生が集い交流できる場を整備し，学生の主体的なプロジェクトや課外活動を支援す

る。

【13】③情報通信技術を活用した教育環境を整備し，学生の自主学習を支援する。

②学生への初年次から卒業後までを視野に入れた総合的なキ 【14】①初年次から学生の職業観を育成するキャリア教育や学内インターンシップなど全学的

ャリア支援を実施する。 な就職支援活動を推進する。

③学生が心身共に健康で安心して勉学に取り組めるよう，各 【15】①学生支援機能を充実させ，学生生活における相談体制を整備する。

種の支援を行う。 【16】②入学料・授業料免除枠の拡大や修学支援の基金充実など，学生に対する財政的支援を

行う。

【17】③学生寮などの生活環境を整備する。

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準および研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

①地域に根ざす大学としての個性を発揮し，国際的水準の研 【18】①本学の重点的研究として，次の研究を推進する。

究とともに，地域的特性を踏まえた研究を推進する。 ・生命科学の先端的な研究

・資源素材系の研究

【19】②地域的特性を踏まえた研究として次の研究を推進する。

・脳血管障害の研究，がん・免疫の基礎的橋渡し的研究，自殺予防研究

・高齢化に伴う身体機能障害の回復に関する研究

・「秋田学・白神学」などの学際的研究

【20】③その他特色ある研究を重点的に支援し，上記の研究とともに得られた成果を知的財産

として活用する。

（２）研究実施体制等に関する目標 （２） 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
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①研究組織の弾力化を促進し，研究環境を改善する。 【21】①連携型プロジェクト研究を可能とする柔軟な人材登用及び組織運営体制を構築する。

【22】②資源リサイクルなど社会的要請の高い研究を推進するため，学内の教育・研究施設の

拡充・整備を行う。

【23】③地域との協同的研究，人材育成の拠点形成の見地から産学連携推進の諸組織を整備す

る。

【24】④国内外の大学，研究機関等との研究協力・研究連携を推進する。

３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置

①地方自治体・企業や他の教育機関と連携し，地域社会に対 【25】①地方自治体や企業等との連携協定を拡大し，定期的に公開講座等を実施する。

する教育サービスを推進する。 【26】②単位認定講座や出前講義などにより高大連携・高大接続を推進する。

【27】③大学の有する教育・研究機能を広く社会に提供し，生涯学習事業・大学開放事業を進

める。

②北東北国立３大学の連携を推進する。 【28】①北東北国立３大学は連携して，地域の諸課題を視野に入れた教育・研究・社会貢献を

行う。

③地域との連携を強化し，地域の発展に寄与する。 【29】①秋田県内の自治体，産業界等と連携し，「地域づくり」の組織を立ち上げ，地域活性

化に取り組む。

（２）国際化に関する目標 （２）国際化に関する目標を達成するための措置

①国際交流を推進し，学生や教職員の受け入れ・派遣を拡充 【30】①在学生の海外への留学や教職員の派遣を促進するための支援体制を強化する。

し， 国際人として通用する人材を育成する。 【31】②外国人留学生受け入れ２００人を目指し，受け入れのための学習・生活環境を整備す

る。

【32】③資源系分野をはじめとした留学生の受け入れ促進，諸外国の大学との教育研究の交流

を全学的に推進するため協定校を増やす。

②グローバル化の中で世界に開かれた大学として国際的な学 【33】①研究者の国際的な学術交流を活発にするために海外派遣事業及び招へい事業を強化す

術研究を推進する。 る。

（３）附属病院に関する目標 （３）附属病院に関する目標を達成するための措置

①大学病院としての機能の充実と良質な医療の提供を推進す 【34】①病院再開発事業の早期完了により，質の高い医療基盤を構築するとともに，健全な病

るとともに，健全な病院経営を推進する。 院経営のための増収・経費削減策を推進する。

②ユビキタス技術等の活用により，先進的で安心な医療環境を構築する。
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②先進的臨床研究を推進する。 【35】①移植・再生医療，低侵襲医療，医工連携研究等を推進する。

③優れた医療人の養成を推進する。 【36】①専門医養成プランを推進し，医師不足，分野別偏在を改善するととともに，コ・メデ

ィカル職員，事務系職員等の能力，技能を向上させる。

④秋田県の医療における重要課題に取り組み，地域医療に貢 【37】①秋田県の課題である少子化対策の一環として，産科・小児科医療を充実させる。

献する。 【38】②高齢化が進む秋田県に多いがんや循環器疾患等に対する臨床研究を推進するととも

に，地域医療の各種拠点病院としての機能を強化する。

（４）附属学校に関する目標 （４）附属学校に関する目標を達成するための措置

①包括的なマネジメント体制の下に学部と連携し，地域の抱 【39】①学部教員と共同で教科指導，生活指導，保育等に関する研究を進め，その成果を地域

える教育諸課題の解決に向けて中心的な役割を果たす。 の教育現場に発信する。

【40】②大学・学部と附属学校園との運営上の連携体制を整備する。

【41】③各種の教育機関との連携を密にし，附属学校園の運営に地域の教育界のニーズを反映

させる仕組みを整備する。

②教育実習における学部との連携を強化するとともに，現職 【42】①学部教員，教育委員会等との協力体制を強化し，教職志望者に必要な資質・能力を向

教員の資質・能力を高める。 上させる教育実習プログラムを研究・開発するとともに，現職教員の指導力向上に資

する研修プログラムを充実させる。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

①業務・組織体制の見直し，改善も含め，戦略的・機動的な 【43】①データ分析・企画立案の機能を高め，分析結果に基づいた業務運営を行う。

業務運営を行う。

②ワークライフバランスを考慮し，教職員の勤務環境の改善 【44】①仕事と生活が両立できる制度及び環境を整備充実する。

に取り組む。 【45】②男女共同参画推進のため，女性教員比率を 20%以上に高める。

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

①機動的な事務組織体制を整備し，本学の理念を実現するた 【46】①事務組織の機能を検証し，必要に応じて組織の再編を行う。

めの教育研究活動を支援する。 【47】②専門的分野に対して外部人材を登用するとともに，学外機関との職員の人事交流を促

進する。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
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１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 １ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

①競争的資金，寄附金その他の外部資金の積極的な獲得を目 【48】①各種外部資金の関連情報を収集し，応募数・採択率向上のための支援策・体制を充実

指し，自己収入を安定的に確保する。 させ，中期目標期間中に１０％増加させる。

【49】②研究内容及び研究成果等の公開，インキュベーション施設の整備などの方策により，

受託研究費や奨学寄附金などを増加させる。

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

（１）人件費の削減

①「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に 【50】①「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法

関する法律」（平成18年法律第47号）に基づき，平成18年度 律第47号）に基づき，国家公務員に準じた人件費改革に取り組み，平成18年度からの

以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行 ５年間において，△５％以上の人件費削減を行う。更に，「経済財政運営と構造改革

う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」 に関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革を

（平成18年7月7日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革 踏まえ，人件費改革を平成23年度まで継続する。

を踏まえ，人件費改革を平成23年度まで継続する。

（２）人件費以外の経費の削減

①管理的経費等を効率的に執行し，財務内容の健全性を確保 【51】①管理的経費の現状分析を行い，業務を合理化・効率化し，管理的経費を削減する。

する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

①全学的かつ経営的視点に立って大学が保有する資産の効果 【52】①教育・研究活動を一層充実させるため，土地・施設・設備の有効活用を推進するとと

的・効率的な運用を行う。 もに，資金の安全かつ効率的な運用を継続的に実施する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措

置

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

①自己点検・評価を大学運営に有効に活用する。 【53】①各部局で収集・公表しているデータ・情報を整理，蓄積し，そのデータ分析を大学運

営の改善に活用する。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置
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①優れた教育・研究活動，社会貢献活動などの情報を公開し， 【54】①大学の活動に対し地域社会から一層の理解・協力を得られるよう広報機能を充実さ

発信すべき情報を多様なメディア等を駆使して積極的に広 せ，強化する。

報する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

①計画的な施設設備の整備・活用等を行い，学習者中心の良 【55】①環境保全，省エネルギー，バリアフリーなどの社会的要請に配慮するとともに，効果

好なキャンパス環境を形成する。 的な施設マネジメントを企画し推進する。

２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

①全学的なリスクマネジメント体制を整備し，内部統制機能 【56】①予防，緊急時，復旧まで一貫したリスク情報の一元管理体制を構築する。

を強化するとともに，リスク管理について教職員及び学生 【57】②リスク管理において効果的な安全衛生講習会，防災訓練を実施する。

の意識を向上させる。 【58】③情報セキュリティポリシーを不断に点検し充実させる。

３ 法令遵守に関する目標 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置

①法令遵守に対する教職員の意識啓発や仕組みづくりを行い， 【59】①法令遵守のための行動宣言を策定し，広く社会に公表しつつ，継続的に点検評価を行

透明性・公平性を確保する。 う。
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別表１

中期目標 中期計画

（学部，研究科等） （収容定員）

学 教育文化学部 教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 医学部 １，０８２人 （うち医師養成に係る分野 ６３０人）

部 工学資源学部 平 工学資源学部 １，８８４人

研 教育学研究科 成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

究 医学系研究科 22 医学系研究科 １６０人 うち修士課程 １０人

科 工学資源学研究科 年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ６人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人

教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 １，０９７人 （うち医師養成に係る分野 ６４５人）

平 工学資源学部 １，８８４人

成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

23 医学系研究科 １６３人 うち修士課程 １０人

年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ９人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人

教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 １，１１２人 （うち医師養成に係る分野 ６６０人）

平 工学資源学部 １，８８４人

成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

24 医学系研究科 １６３人 うち修士課程 １０人

年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ９人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人

教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 １，１２７人 （うち医師養成に係る分野 ６７５人）
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平 工学資源学部 １，８８４人

成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

25 医学系研究科 １６３人 うち修士課程 １０人

年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ９人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人

教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 １，１３２人 （うち医師養成に係る分野 ６８０人）

平 工学資源学部 １，８８４人

成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

26 医学系研究科 １６３人 うち修士課程 １０人

年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ９人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人

教育文化学部 １，１６０人 （うち教員養成に係る分野 ４００人）

医学部 １，１３２人 （うち医師養成に係る分野 ６８０人）

平 工学資源学部 １，８８４人

成 教育学研究科 ８８人 （うち修士課程 ８８人）

27 医学系研究科 １６３人 うち修士課程 １０人

年 うち博士前期課程 ２４人

度 うち博士後期課程 ９人

うち博士課程 １２０人

工学資源学研究科 ３２４人 うち博士前期課程 ２７６人

うち博士後期課程 ４８人


